丸亀市農地利用最適化推進委員募集要領　　　　

　農地等の利用の最適化に熱意と識見を有する方を、農業委員会が委嘱します。委嘱にあたって、あらかじめ地域の農業者や農業団体（任意団体を含む）等に推薦を求めるとともに募集を行います。

◆募集人数
　30名（農業委員会が定めた区域毎に募集します。）

◆委員の任期　令和8年7月20日～令和11年7月19日

◆募集区域と定数（下表のとおり）
	区域名　
	区域を構成する地域
	定　数

	城坤
	金倉町、新田町、中津町、本島町、牛島、広島町、手島町、今津町、津森町、西本町、幸町、新浜町、前塩屋町、塩屋町、天満町
	3名

	城南
	田村町、原田町、原田団地、柞原町、山北町、風袋町、瓦町、葭町、米屋町、松屋町、魚屋町、宗古町、西平山町、港町、通町、富屋町、浜町、本町、福島町、新町、塩飽町、南条町、六番丁、七番丁、八番丁、九番丁、十番丁、城南町、城西町、中府町、大手町
	2名

	土器
	土器町、富士見町、土居町、城東町、御供所町、北平山町
	2名

	郡家
	郡家町、三条町
	2名

	垂水
	垂水町
	2名

	川西
	川西町北、川西町南
	2名

	飯野
	飯野町東二、飯野町東分、飯野町西分
	2名

	岡田上下
	岡田上、岡田下
	2名

	岡田東西
	岡田東、岡田西
	2名

	栗熊
	栗熊東、栗熊西
	2名

	富熊
	富熊
	2名

	法軍寺
	上法軍寺、下法軍寺、東小川
	3名

	西坂元
	西坂元、真時、川原
	2名

	東坂元
	東坂元
	2名



◆主な業務
①毎月20日頃に開催される農業委員会総会に出席し、求めに応じ担当する区域内の農地法等の申請内容について、調査し、必要に応じて調査結果を報告します。
②農地転用等農地法等に基づく申請の調査を行います。
③担当する区域内の農地の利用状況調査及び利用意向調査を行います。
④雑草等の苦情に対応し遊休農地の発生防止、解消に努めます。
⑤農地の利用の最適化のために、農業委員、農地機構等と連携を図ります。
⑥農業会議等が主催する研修に参加します。
⑦目標地図のブラッシュアップに取り組みます。
⑧地域計画に係る地域の話し合いに積極的に参加します。
⑨その他情報提供活動、農業者年金推進活動などに取り組みます。

◆報酬
　基礎報酬：月額31,000円（別途、活動実績に応じて報酬が支給されます。）

◆身分
　丸亀市の非常勤の特別職公務員であり、業務には守秘義務が伴います。

◆推薦を受ける者及び応募する者の資格
　次のいずれかに該当する者は除きます。
[bookmark: _GoBack]　(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
　(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
　(3)何らかの公職に就いていて、関係法令等により兼職禁止されている者

◆推薦、応募方法等
　(1)提出書類
　　①　農業関係団体（任意団体を含む）等からの推薦　様式第1号（団体による推薦書）
　　②　農業者（5人以上）からの推薦　様式第2号（5名以上の個人推薦書）
　③　応募（本人からの応募）　様式第3号（応募申込書）
　(2)受付期間
　　令和8年4月1日（水）から4月30日（木）まで
　(3)提出先
　　〒763-8501　　丸亀市大手町二丁目4番21号　　丸亀市農業委員会事務局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎0877-24-8826
　(4)提出方法
　　丸亀市農業委員会事務局へ持参又は郵送してください。（メール、Faxでの提出は不可）
　　※　持参の場合は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
　　※　郵送の場合は、受付期間内に必着とします。
　(5)募集要領及び申込書の入手方法
　　丸亀市ホームページからダウンロードできます。また、次の窓口に備え付けています。
　　①丸亀市農業委員会事務局（丸亀市役所3階）
　　②市役所案内所
　　③綾歌、飯山市民総合センター業務担当

◆推薦・応募状況の公表について
　法律に基づき受付期間中及び期間の終了後に、申込者等に関する次の事項を丸亀市ホームページで公表します。
　(1)推薦を受けた者又は応募した者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
　(2)推薦者が団体の場合は、推薦者の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数
　(3)推薦者が個人の場合は、推薦者の氏名、職業、年齢及び性別
　(4)推薦又は応募の理由
　(5)被推薦者又は応募者が認定農業者であるか否か
　(6)被推薦者又は応募者が、農業委員に推薦されているか又は応募しているか否かの別
　(7)推薦を受けた者又は応募した者の人数及びその内の認定農業者の人数

◆選考方法
　提出された書類をもとに選考します。なお、必要に応じて丸亀市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会を開催し、面接や関係者からの意見聴取等を行う場合があります。
　推薦又は応募の理由・抱負、年齢、性別、農業委員・推進委員間の連携等を考慮し選考します。

◆選考結果の通知
　選考結果は、令和8年6月末までに推薦者又は応募者全員に書面で通知します。
　※電話等での結果に関する問い合わせは不可。

◆注意事項
　(1)提出された書類は返却いたしません。
　(2)推薦、応募に係る経費は、全て推薦者又は応募者の負担となります。
　(3)同一の者が、農業委員及び農地利用最適化推進委員に推薦され又は応募することができますが、重複して任命又は委嘱することはできません。

◆問合せ
〒763-8501
　　丸亀市大手町二丁目4番21号　　丸亀市農業委員会事務局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎0877-24-8826
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